
ウ サービスの評価やサービス 内容の開示等による 利用者の適切なサ 

ービス、 選択の確保 

エ サービス利用に 結びついていない 要支援者への 対応 

  孤立、 虐待、 ひきこもり、 サービス利用拒否などの 要支援者を 

発見する機能の 充実、 ソーシャル ヮ 一タ体制の整備、 近隣の地域 

住民や訪問機会のあ る事業者などの 活動、 福祉事務所の 地域福祉 

活動等の充実・ 支援 

0  利用者の権 利擁護 

地域福祉権 利擁護事業、 苦情解決制度など 適切なサービス 利用を支 

撰 する仕組み等の 整備 

② 地域における 社会福祉を目的とする 事業の健全な 発達に関する 事項 

0  複雑多様化した 生活課題を解決するため、 社会福祉を目的とする 多 

様なサービスの 振興・参入促進及びこれらと 公的サービスの 連携によ 

る公私協働の 実現 

・ 民間の新規事業の 開発やコーディネート 機能への支援 

0  福祉、 保健、 医療と生活に 関連する 他 分野との連携方策 

③ 地域福祉に関する 活動への住民の 参加の促進に 関する事項 

0  地域住民、 ボランティア 団体、 NPO 法人等の社会福祉活動への 支 

援 

・ 活動に必要な 情報の入手、 必要な知識、 技術の習得、 活動拠点に 

関する支援 

・ 地域住民の自主的な 活動と公共的サービスの 連携 

0  住民等による 問題関心の共有化への 動機付けと意識の 向上、 地域 福 

祉 推進への主体的参加の 促進 

・ 地域住民、 サービス利用者の 自立 

  地域の福祉の 在り方について 住民等の理解と 関心を深めることに 

よる主体的な 生活者、 地域の構成員としての 意識の向上 

・ 住民等の交流会、 勉強会等の開催 

0  地域福祉を推進する 人材の養成 

  地域福祉活動専門員、 社会福祉従事者等による 地域組織化機能の 

発揮 
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④ その他 

0  その地域で地域福祉を 推進する上で 必要と認められる 事項 

・ 市町村社会福祉協議会の 基盤の整備強化等 

(2) 計画策定の体制と 過程 

① 市町村行政内部の 計画策定体制 
0  地域福祉計画は、 老人保健福祉計画・ 介護保険事業計画、 障害者計 

画、 児童育成計画、 その他の関連する 計画との整合性を 持ち、 かっ、 

福祉・保健・ 医療及び生活関連分野との 連携を確保して 策定される必 

要があ る。 

そのため、 行政全体での 取り組みが不可欠であ り、 関係部局が一堂 

に会した地域福祉計画の 検討会を開催したり、 部局を横断した 職員に 

よる地域福祉計画策定のためのプロジェクトチームを 立ち上げること 

も 有効な手法の 一つと考えられる。 

0  また、 市町村が福祉事務所、 保健所、 市町村保健センタ 一等を設置 

している場合には、 地域福祉計画の 策定体制にこれらの 組織や職員が 

積極的に参加することが 基本であ る。 とりわけ、 社会福祉士や 保健郎 

などの地域活動の 展開方法や技術に 係る専門職が 中核的な役割を 担 う 

ことが望まれる。 

0  なお、 地域福祉の積極的な 推進を担 う のほ住民等の 自主的な努力で 

あ るが、 その自主性の 発揮を側面から 様々に援助する 役割が必要とな 

る このためには、 例えば、 市町村が住民等に 一斉に広報するような 

ことに加えて、 心地域ごとに 住民等間の地域福祉の 推進に向けて 中心 

的な役割を担う 者 ( 以下「地域福祉推進役」という。 ) を見い出し、 

住民等に対してこの 地域福祉活動への 参加を促すことが 重要であ る。 

白ム 
② 地域福祉計画策定委員会 
0  地域福祉計画の 策定に当たっては、 市町村の地域福祉担当部局に 地 

域福祉推進役としての 地域住民、 学識経験者、 福祉・保健・ 医療関係 

者、 民生委員・児童委員、 市町村職員等が 参加する、 例えば「地域 福 

祉 計画策定委員会」のような 策定組織を設置することが 考えられる。 

0  地域福祉計画策定委員会 は 、 必要に応じて 適宜、 委員以外のその 他 

の 関連する専門家、 地域の生活課題に 精通し地域福祉に 関心の深い者、 

その他関係者等の 意見を聞くことや、 住民等が計画策定に 積極的に関 
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わることができる 機会を確保することが 適当であ る。 

0  また、 地域福祉計画策定委員会は 原則として公開とし、 進捗状況に 

ついて適宜公表するほか、 広く住民等が 傍聴できる体制を 採るなどの 

配慮が必要であ る。 

0  なお、 具体的な地域福祉計画策定は、 平成 1 5 年 4 月の社会福祉法 

の地域福祉計画条項施行以降、 こうした準備が 整った市町村から 速や 

かに行われるのが 適当であ る。 このため、 地域福祉計画策定委員会 は 

1 4 年度の早期に 発足することが 望ましい。 

③ 地域福祉計画策定方針の 決定 

地域福祉計画策定委員会は、 平成 1 4 年度中においては、 都道府県が 

示す地域福祉計画策定ガイドラインを 勘案 ,b 都道府県と調整しっ っ、 住 

民 等の主体的参加を 実・現するため、 地域住民同士の 交流会、 関係団体も 

含めた懇談会、 ヒヤリンバ、 アンケート調査等を 実施し、 地域福祉計画 

に住民等の地域福祉の 在り方に関する 意見を十分に 反映させる旨の 策定 

方針を定める 必要があ る。 

④ 地域福祉計画の 目標の設定 

地域福祉の推進を 具体化する上での 個別施策については、 計画の達成 

状況を住民等に 明確に示すためにも 具体的で計画の 達成度の判断が 容易 

は 行える目標を 示す必要があ る。 

このため可能な 限り数値目標を 示すことが望ましいが、 地域福祉を推 

進する施策の 中には、 数値目標になじまないものもあ るため、 定性的な 

目標設定がなされることがあ る。 しかし、 その場合でも 計画の目標は 具 

体的であ ることを旨とすべきであ る。 

なお、 計画の目標設定を 支援するため、 都道府県においては 先行する 

市町村の事例を 積極的に紹介するよう 努めることが 望まれる。 

⑤ 地域福祉計画策定の 手順 

0  地域社会の生活課題をきめ 細やかに発見することほ、 地域社会にお 

いてのみなし 得ることであ り、 これを解決する 方途を見い出し、 実行 

することもまた 地域社会でのみ 可能であ る。 そのためには、 住民等の 

主体的参加が 欠かせないものであ ることを、 まず住民等に 伝えること 

が重要であ る。 
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0  住民等の参加を 得るためには、 情報の提供が 極めて重要であ り、 情 

報を確実に伝えるための 工夫が必要となる。 例えば、 地域の実情や 必 

要に応じて覚国語や 点字、 インターネットやケーブルテレビなどの 多 

様な媒体による 情報提供も考えられる。 また、 地域住民のうち、 より 

多くの支援を 必要とする人々ほど、 情報が円滑に 伝わらないことが 考 

えられるため、 特にこうした 人々に対する 情報伝達に気を 配る必要が 

あ る。 

0  こうした活動によって、 住民等や要支援者自身が 自ら生活課題を 明 

かにするための 調査 ( いわゆる「ニーズ 調査」 ) に参加したり、 要支 

援者と他の住民等との 交流会に参加したりすることにより、 地域社会 

の 生活課題を自ら 明らかにし、 自ら解決に向けて 活動する気持ちを 醸 

成することが 何よりも重要であ る。 

0  このような住民等による 問題関心の共有化への 動機付けを契機に 、 

地域は自主的に 動き始めることとなる。 こうして住民等が、 地域社会 

におけるより 多くの生活課題にも 視野を広げ、 自ら主導的に 活動し続 

けることが地域福祉の 推進につながっていく。 ( 別紙 2 参照 ) 

⑥ 市区町村社会福祉協議会の 役割 

0  地域福祉を推進する 様々な団体により 構成された市区町村社会福祉 

協議会 は 、 社会福祉法において 地域福祉を推進する 中心的な団体とし 

て明確に位置付けられている。 また、 社会福祉協議会は、 元来、 地域 

住民主体を旨とした 地域住民の参加の 推進やボランテイア、 福祉教育、 

まちづくり等の 実績を有することを 踏まえ、 地域福祉計画策定に 当た 

っては市町村の 計画策定に積極的に 協力することが 期待される。 

0  なお、 社会福祉協議会が 中心となって 策定している 地域福祉活動計 

画は、 住民等の福祉活動計画として 地域福祉の推進を 目指すものであ 

ることから、 地域福祉計画とその 内容を一部共有したり、 地域福祉計 

画の実現を支援するための 施策を盛り込んだりする 等、 相互に連携を 

図ることは当然であ る。 

⑦ 社会福祉法人の 役割 

社会福祉法人は 児童、 障害者、 高齢者まで幅広い 社会福祉の専門機能 

を 有している。 今後も各種研修会の 開催や地域で 行われる勉強会への 講 

師の派遣、 住民等の交流会・ 懇談会の開催のためのコーディネートや 腸 
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所の提供、 実習やボランティアの 受け入れ等を 通して、 地域における 福 

祉サービスの 拠点としての 役割が期待されている ; このため、 社会福祉 

法人は計画策定に 積極的に参加し、 そのノウハウを 活かすことが 期待さ 

れる。 

⑧ 民生委員・児童委員の 役割 

民生委員・児童委員についてほ、 民生委員法により 「住民の立場に 立 

って相談に応じ、 援助を行う」 こ と と さ れていることを 踏まえ、 地域 住 

民の生活状態の 把握、 福祉サービスの 情報提供等を 基本として地域福祉 

計画の策定に 参加するとともに、 地域住民の福祉の 増進を図る地域福祉 

活動の担い手の 一人となることが 期待される。 

⑨ 地域福祉圏域及び 福祉区の設定 

0  地域福祉計画 は 、 市町村を単位として 構想することが 基本であ る。 

ただし、 他の法定計画等との 整合性の確保や 個々のサ ーピス の性格等 

にかんがみ必要に 応じて圏域を 設定することが 考えられる。 

0  また、 地域福祉計画の 策定に当たって は 、 事業の効率的な 実施の観 

点から、 複数の市町村が 広域的に事業を 実施する場合も 含めて考える 

必要があ る。 

具体的には、 人口、 面積等が小規模な 市町村においては、 複数の市 

町村が合同して 地域福祉計画を 策定することは 差し支えないこととす 

るべきであ る。 この場合において、 個々の市町村が 従来行ってきたき 

め 細かなサービスが 引き続き実施されるよう 配慮することが 望ましい。 

0  人口規模の大きな 市町村や相当の 面積を有する 市町村においては、 

地域福祉を推進するに 当たり、 管内を複数に 分割する ( 例えば、 政令 

指定都市における 区 単位 ) など、 地域の実情を 十分に汲み取って 計画 

を 策定することができるよ う 工夫することが 望ましい。 また、 人口・ 

地理的条件、 交通等を総合的に 検討する必要があ るが、 地域住民の生 

活に密着し、 また、 一定の福祉サービスや 公共施設が整備されている 

区域を「福祉 区 」として、 住民参加の体制を 検討していくことも 考え 

られる。 

⑩ 計画期間及び 公表等 

0  地域福祉計画の 計画期間は 、 他の計画との 調整が必要であ ることか 

ら 概ね 5 年とし 3 年で見直すことが 適当であ る。 また、 地域の実情に 
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応じて計画期間が 変更されることも 考えられる。 

0  市町村は、 計画の実施状況を 毎年定期的に 点検することとし、 この 

ためには、 例えば「計画評価委員会」のような、 計画の進行管理を 含 

む評価体制を 確保し、 計画策定時点から 評価の手法をあ らかじめ明ら 

かにしておく 必要・があ る。 

また、 この計画評価委員会は、 地域福祉計画の 策定，実施との 継続 

性を確保するために 地域福祉計画策定委員会と 同一の委員とすること 

も 考えられる。 なお、 計画評価委員会においては、 苦情解決やオンブ 

ズパーソンなどの 外部評価情報をも 積極的に評価の 参考とすることが 

望まれる。 

0  計画は、 策定後速やかにその 内容を公表し、 都道府県に提出するこ 

ととする。 都道府県は、 これを情報提供の 素材とする。 

⑪ 他の計画との 関係 

0  地域福祉計画と 他の福祉関係計画との 関係 

・現状では、 高齢者、 障害者、 児童といった 対象ごとに計画が 策定さ 

れ、 それぞれ根拠法を 異にしているが、 これらとの整合性及び 連携を 

図り、 これらの既存計画を 内包する計画として、 市町村及び都道府県 

のそれぞれを 主体に、 「地域住民主体のまちづくし」や 幅広い地域住 

民の参加を基本とする 視点を持った 地域福祉計画を 導入する必要があ 

る 。 

さらに、 障害者、 児童に係る計画が 未策定の場合には、 地域福祉計 

画の策定に併せて 連携を図りっ つ 策定されることが 望まれる。 
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地域福祉計画と 他の福祉関係計画との 関係 
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地域福祉計画 

  

住民等の参加 ( 策定・評価 ) 

( 注 1) 地域福祉計画は 既存計画を内包 し 、 かっ、 その他の地域の 生活課題にも 対応する。 

( 注 2) 既存計画による 施策のみでは 生活課題は解決せず、 地域福祉活動と 連結させるとこ 

ろに地域福祉計画の 特徴があ る。 

( 注 3) 住民等は、 地域福祉計画の 策定や評価に 参加することのみではなく、 自ら地域福祉 

活動の担い手となる 2 つの役割を持っている。 

0  法定計画との 関係 

地域福祉計画と 市町村が既に 策定している 他の法定計画の 対象分野 

とが重なる場合については、 その既定の法定計画の 全部 X は一部をも 

って地域福祉計画の 一部とみなすことができることとする。 この場合 

において、 他の法定計画の 全部又は一部をもって 地域福祉計画の 一部 
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とみなす旨を、 地域福祉計画の 策定段階において 明らかにしておくこ 

とが必要であ る。 

なお、 地域福祉計画と 既存計画の重複する 部分については 既存計画 

が優先されるとすることが 適当であ る。 

0  法定外計画との 関係 

地域福祉計画と 市町村が既に 策定している 他の法定計画でない 計画 

( 法定外計画 ) の対象分野が 重なる場合については、 その既定の法定 

外 計画の対象範囲が 明確であ り、 かつ、 住民参加を始めとして 地域福 

祉計画に準じた 策定手続を経て 策定されているものであ れば、 その既 

定の法定外計画の 全部 X は一部をもって 地域福祉計画の 一部とみなす 

ことができることとする。 この場合において、 他の法定外計画の 全部 

又は 一部をもって 地域福祉計画の 一部とみなす 旨を、 地域福祉計画の 

策定段階において 明らかにしておくことが 必要であ る。 

0  既存地域福祉計画との 関係 

市町村において「地域福祉計画」等の 名称を付した 計画が既に策定 

されている場合には、 その計画が法定の 地域福祉計画において 定める 

べき事項が盛り 込まれており、 かつ・それに 準じた策定手続を 経て策 

定されているものであ れば、 その既定の計画をもって 社会福祉法にい 

う地域福祉計画とすることができるものとすることが 適当であ る。 

⑫ その他 

0  これまで述べてきた 地域福祉推進の 基本的な考え 方にかんがみれ 

ば、 地域福祉計画 は ステレオタイプで 形式的なものに 留まるものでほ 

なく、 加えて、 外部のコンサルタント 会社に策定を 請け負わせるよう 

なことがあ って ほ ならないことは 当然であ る。 

0  地域福祉計画の 策定、 実行等に当たって 必要となる経費については、 

その調達を固定的に 考えるのではなく、 豊富なアイデア、 多様な財源 

や資源を前提とすべきであ り、 財源難を理由に 地域福祉計画の 推進が 

消極的になったり 停滞することのないように 配慮すべきであ る。 
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都道府県地域福祉支援計画 

(1 ) 支援計画に盛り 込むべき事項 

都道府県地域福祉支援計画 ( 以下「支援計画」という。 ) に盛り込むべ 

き事項としては、 ①市町村の地域福祉の 推進を支援するための 基本的方針 

に関する事項、 ②社会福祉を 目的とする事業に 従事する者の 確保又は資質 

の向上に関する 事項、 ③福祉サービスの 適切な利用の 推進及び社会福祉を 

目的とする事業の 健全社発達のための 基盤整備に関する 事項の 3 つが 掲げ 

られており、 それを踏まえなければ、 法上の支援計画としては 認められな 

いものであ る。 都道府県においては、 主体的にこれら 3 つの事項について 

その趣旨を勘 酌し 具体的な内容を 示すとともにその 他の必要な事項を 加え 

て計画に盛り 込む必要があ る。 

① 市町村の地域福祉の 推進を支援するための 基本的方針に 関する事項 

ァ 市町村に対する 支援 

ィ 市町村が実施する 広域事業に対する 支援 

ウ 都道府県管内の 福祉サービスに 関する情報の 収集及び提供システム 

の構築 

② 社会福祉を目的とする 事業に従事する 者の確保又は 資質の向上に 関す 

る事項 

0  人材の確保や 福祉従事者に 対する研修体制の 整備等 

・ 社会福祉に従事する 者を確保するための 養成研修 

・ 社会福祉に従事する 者の知識・技術向上のための 研修 

③ 福祉サービスの 適切な利用の 促進及び社会福祉を 目的とする事業の 健 

全 な発達のための 基盤整備に関する 事項 

0  市町村が実施する 福祉サービスの 相談支援体制及び 供給体制の確立 

のための基盤整備の 促進等 

  社会福祉法人、 非営利組織、 民間事業者等への 経営指導方策 

  サービスの質の 評価等の実施方策 

  広域的事業及び 専門性が高 い 事業の情報提供及び 相談体制の確保 

  地域福祉権 利擁護事業、 苦情解決制度等の 実施体制の確保 

④ その他 

0  その地域で各市   W 村が地域福祉計画を 達成する上で 必要と認められ 
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る 事項 

・都道府県社会福祉協議会の 活性化等 

(2) 支援計画の基本姿勢 

地域福祉の推進は、 市町村の地域福祉計画が 中心であ ることから、 支援 

計画 は 、 あ くまで、 市町村の自主的な 地域福祉計画の 達成を支援するため 

のものであ る。 このため、 支援計画には、 市町村の裁量を 狭め、 地域福祉 

計画の策定意義を 失わせるような 詳細な規制等を 置かないことが 適当であ 

る 。 

(3) 支援計画策定の 体制と過程 

① 都道府県行政内部の 計画策定体制 

0  支援計画は、 老人保健福祉計画・ 介護保険事業計画、 障害者計画、 

児童育成計画、 その他の関連する 計画との整合性を 持ち、 かっ、 福祉 

・保健・医療及び 生活関連分野との 連携を確保して 策定される必要が 

あ る。 

そのため、 行政全体での 取り組みが不可欠であ り、 関係部局が一堂 

に会した支援計画の 検討会を開催したり、 部局を横断した 職員による 

支援計画策定のためのプロジェクトチームを 立ち上げることも 有効な 

手法の一つと 考えられる。 

0  なお、 支援計画策定に 係る広域的調整等については、 その広域圏の 

福祉事務所及び 保健所に行わせるなど、 都道府県の福祉事務所及び 保 

健 所が積極的に 参加することが 基本であ る。 とりわけ、 社会福祉士や 

保健師などの 地域活動の展開方法や 技術に係る専門職が 中核的な役割 

を 担うことが望まれる。 

② 地域福祉支援計画策定委員会 

O  支援計画の策定に 当たって は 、 地域住民、 学識経験者、 福祉・保健 

  医療関係者、 都道府県職員等が 参加する、 例えば「地域福祉支援 計 

画策定委員会」のような 策定組織を設置することが 考えられる。 

0  この支援計画策定委員会は、 適宜必要に応じて、 委員以外の関連す 

る 専門家、 各市町村の地域福祉計画策定委員会委員長、 その他の関係 

者等の意見を 聞くことや、 公聴会の開催等地域住民その 他の者が支援 

計画策定に積極的に 関わることができ 6 機会を確保することが 適当で 

あ る。 
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0  また、 支援計画策定委員会は 原則として公開とし、 進捗状況につい 

て適宜公表するほか、 広く住民等が 傍聴できる体制を 採るなどの配慮 

が必要であ る。 

③ 支援計画策定方針の 決定等 

0  都道府県は、 市町村が地域福祉計画の 策定を円滑に 進めることがで 

きるよ う、 国の策定指針とその 都道府県の地域性を 踏まえ、 支援計画 

策定委員会において、 あ らかじめ、 平成 1 4 年度のできるだけ 早い時 

期に市町村に 提示する地域福祉計画策定ガイドラインを 含む策定方針 

を 決定することが 適当であ る。 

0  市町村が計画を 策定するに当たり、 都道府県からどのような 支援を 

受けることができるのかをあ らかじめ知っておく 必要があ ることから、 

このガイドラインに は 、 市町村への支援メニュー 及び住民等の 主体的 

参加を実現するための 方策を示す必要があ る。 

0  地域福祉の推進 は 、 住民等の主体的参加が 不可欠であ り、 まず、 地 

域 福祉計画策定に 向けて住民等の 間で地域福祉計画策定の 気運が醸成 

されている必要があ る。 このため、 平成 1 4 年度中は、 住民等による 

問題関心の共有化・ 助走期間と位置づけ、 支援計画は、 管内市町村の 

地域福祉計画策定状況を 踏まえっ つ 、 適当な時期に 策定することが 適 

当 であ る。 

0  なお、 支援計画の策定に 当たっては、 管内市町村が 策定する地域 福 

祉 計画と十分な 連携を図る必要があ る。 このためにほ 、 例えば、 各市 

町村における 地域福祉計画策定委員会委員長会議を 開催するなどして 

都道府県と市町村間との 間で十分な協議を 行う必要があ る。 

0  市町村の人口規模や 社会資源は様々であ り、 産業構造や住民等の 意 

識等も 一様でないことは 自明のことであ る。 地域福祉計画の 策定に当 

たって は 、 それぞれの地域にふさわしい 計画づくりを 行 う ことが極め 

て重要なことであ り、 都道府県の福祉事務所、 保健所における 地域の 

実情に応じたきめ 細かな支援の 下で、 多様性を持った 計画づくりが 可 

能となるよう 配慮する必要があ る。 
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祉を推進する 団体として明確に 位置づけられていることを 踏まえ、 支援 

計画の策定に 参加するほか、 都道府県が市町村の 地域福祉推進を 支援す 

る上で、 大きな役割を 果たすことが 期待される。 

また、 その他の社会福祉関係団体も、 支援計画の策定に 積極的に参加 

することが望まれる。 

⑤ 地域福祉圏域の 設定 

支援計画においてほ、 他の法定計画等との 整合性の確保や 個々の サ 一 

ビスの性格等を 考慮し、 市町村と相談の 上、 必要に応じて 圏域を設定す 

ることが考えられる。 

⑥ 計画期間及び 公表等 

0  支援計画の計画期間は、 他計画との調整が 必要であ ることから概ね 

5 年とし 3 年で見直すことが 適当であ る。 また、 都道府県の実情に 応 

じて計画期間が 変更されることも 考えられる。 

0  都道府県は、 計画の実施状況を 毎年定期的に 点検することとし、 こ 

のためには、 例えば「計画評価委員会」のような、 計画の進行管理を 

含む評価体制を 確保し、 計画策定時点から 評価の手法をあ らかじめ明 

らかにしておく 必要があ る。 

0  支援計画は、 策定後速やかにその 内容を公表し、 国に提出すること 

とする。 国は、 これを情報提供の 素材とする。 

の 他の計画との 関係 

0  法定計画との 関係 

支援計画と都道府県が 既に策定している 他の法定計画の 対象分野と 

が重なる場合については、 その既定の法定計画の 全部又は一部をもっ 

て支援計画の 一部とみなすことができることとする。 この場合におい 

て、 他の法定計画の 全部又は一部をもって 支援計画の一部とみなす 旨 

を、 支援計画の策定段階において 明らかにしておくことが 必要であ る。 

なお、 支援計画と既存計画の 重複する部分については 既存計画が優 
失 されるとすることが 適当であ る。 

0  法定外計画との 関係 

支援計画と都道府県が 既に策定している 他の法定計画でない 計画 ( 法 

定外計画 ) の対象分野が 重なる場合については、 その既定の法定外 計 
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画の対象範囲が 明確であ り、 かつ、 支援計画に準じた 策定手続を経て 

策定されているものであ れば、 その既定の法定外計画の 全部又は一部 

をもって支援計画の 一部とみなすことができることとする。 この場合 

において、 他の法定外計画の 全部又は一部をもって 支援計画の一部と 

みなす旨を、 支援計画の策定段階において 明らかにしておくことが 必 

要 であ る。 

一 24 - 




